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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月10日(2015.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タービンを組み立てる方法であって、
各々が連続材料部材を含む第１の外側部材と第２の外側部材との間に、不連続材料層を含
む中間層を配置する段階と、
中間層と第１の外側部材と第２の外側部材との間で、第１の外側部材と中間層と第２の外
側部材の少なくとも一部とを通って延びる一次接合部を溶接する段階と、
一次接合部の溶接後に、中間層と第１の外側部材との間で、第１の外側部材と中間層の少
なくとも一部とを通って延びる二次接合部を溶接する段階であって、二次接合部が一次接
合部の第１の側で一次接合部の少なくとも一部に重なる段階と、
一次接合部の溶接後に、中間層と第１の外側部材との間で、第１の外側部材と中間層の少
なくとも一部とを通って延びる三次接合部を溶接する段階であって、三次接合部が、一次
接合部の第１の側とは反対側の第２の側で一次接合部の少なくとも一部に重なる段階と
を含む方法。
【請求項２】
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　一次接合部を溶接する段階が一次接合部にクラックを生成する段階を含んでおり、二次
接合部の形成によって一次接合部のクラックが除去される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　二次接合部を溶接する段階が、一次接合部の少なくとも一部に重なる二次接合部を形成
する段階を含む、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項４】
　一次接合部を溶接する段階が一次接合部にクラックを形成する段階を含み、三次接合部
を溶接する段階によって一次接合部のクラックが除去される、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　中間層が、シール部材を構成する複数のブリストルを含んでいて、第１の外側部材及び
第２の外側部材の各々がプレートを含んでおり、複数のブリストルが、コバルト基合金、
ニッケル及びステンレス鋼の１つからなり、第１の外側部材及び第２の外側部材のプレー
トが合金鋼である、請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　一次接合部を溶接する段階が電子ビーム溶接又はレーザ溶接を含んでおり、二次接合部
及び三次接合部を溶接する段階が電子ビーム溶接又はレーザ溶接を含む、請求項１乃至請
求項５のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　タービンを組み立てる方法であって、
第１のプレートと第２のプレートとの間に、複数のブリストルを備えるブラシ層を配置す
る段階と、
ブラシ層と第１のプレートと第２のプレートとの間に一次接合部を形成する段階であって
、第１のプレートとブラシ層と第２のプレートの少なくとも一部とを通って延びる一次接
合部を形成するための溶接を行う段階と、
一次接合部の溶接後に、ブラシ層と第１のプレートとの間に二次接合部を形成する段階で
あって、一次接合部の第１の側で一次接合部の少なくとも一部と重なる二次接合部であっ
て、一次接合部の構造欠陥を除去する二次接合部を形成するために溶接を行う段階と、
一次接合部の溶接後に、ブラシ層と第１のプレートとの間に三次接合部を形成する段階で
あって、一次接合部の第１の側とは反対側の第２の側で一次接合部の少なくとも一部に重
なる三次接合部であって、第１のプレート及びブラシ層の少なくとも一部を通って延びる
三次接合部を形成するために溶接を行う段階と
を含む、方法。
【請求項８】
　構造欠陥がクラックを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　二次接合部が第１のプレート及びブラシ層の少なくとも一部を通って延びる、請求項７
又は請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　複数のブリストルがコバルト基合金であり、第１のプレート及び第２のプレートが合金
鋼である、請求項７乃至請求項９のいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　一次接合部を形成する段階が電子ビーム溶接又はレーザ溶接の１つを含み、二次接合部
を形成する段階が電子ビーム溶接又はレーザ溶接を含む、請求項７乃至請求項１０のいず
れか１項記載の方法。
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